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○土浦市防犯灯の設置等に関する補助金交付要項 

平成３年４月１日告示第24号 

改正 

平成８年３月29日告示第39号 

平成14年３月８日告示第44号 

平成15年３月31日告示第49号 

平成17年３月31日告示第68号 

平成18年２月16日告示第34号 

平成21年３月９日告示第30号 

平成26年３月20日告示第61号 

平成27年３月19日告示第66号 

平成28年３月31日告示第57号 

平成29年３月31日告示第77号 

令和７年３月31日告示第107号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市の明るい「まちづくり」の推進を図るため、町内会等（町内会、自治会そ

の他これらに類する住民団体をいう。以下同じ。）に対し、防犯灯の設置及び維持管理に要する経

費について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、土浦市補助金等交付規則（平成13年土浦

市規則第36号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 防犯灯 町内会等が維持管理する防犯のための公衆街路灯（公民館等従量電灯、道路管理者

等が維持管理する道路照明灯及び商店街が維持管理する商店街の振興のために設置する照明灯を

除く。）をいう。 

(２) ＬＥＤ防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。 

(３) 一体型ＬＥＤ防犯灯 ＬＥＤ防犯灯のうち照明器具とＬＥＤ電球が一体となったものをいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）の事業種目、補助対象者、

補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助限度額は、別

表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、土浦市防犯灯の設置等に関する補助金交付申請

書（様式第１号）に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に

申請しなければならない。 

(１) 設置事業に対する補助金の申請の場合 ＬＥＤ防犯灯の設置場所を示す見取図及び見積書の

写し 

(２) 維持事業に対する補助金の申請の場合 交換又は修繕を要する防犯灯の設置場所を示す見取

図及び見積書の写し 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、町内会等から前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、当該町内会等に対して土浦市防犯灯の設置等に関する補助金

交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（補助事業の内容変更等） 

第５条の２ 前条の規定による通知を受けた町内会等は、補助金の交付の対象となった事業（以下「補

助事業」という。）の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき、又は補

助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、土浦市防犯灯の設置等に関する補助事業変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第２号の２）により市長に申請しなければならない。 
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２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認又は不承認を決定した

ときは、土浦市防犯灯の設置等に関する補助事業変更（中止・廃止）承認（不承認）決定通知書（様

式第２号の３）により当該申請をした町内会等に通知するものとする。 

（補助事業の事前着手の禁止等） 

第５条の３ 町内会等は、補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受ける

ことができない。ただし、補助金の交付決定前にやむを得ない事由により補助事業を実施する必要

がある場合に限り、土浦市防犯灯の設置等に関する補助事業事前着手承認申請書（様式第２号の４）

を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項ただし書の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認又は不承認を

決定したときは、土浦市防犯灯の設置等に関する補助事業事前着手承認（不承認）決定通知書（様

式第２号の５）により当該申請をした町内会等に通知するものとする。 

（実績報告） 

第６条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた町内会等は、当該補助事業が完了したとき

は、速やかに土浦市防犯灯の設置等に関する補助事業実績報告書（様式第３号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) ＬＥＤ防犯灯の１基ごとの設置、交換又は修繕の内容及び経費が明らかとなる領収書等の写

し 

(２) 設置、交換又は修繕をした防犯灯の種別を証する書類 

（補助金の額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による報告書が提出されたときは、これを精査し、補助金の額を確定し、

土浦市防犯灯の設置等に関する補助金額確定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第８条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた町内会等は、土浦市防犯灯の設置等に関

する補助金交付請求書（様式第５号）により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした町内会等に補助金を交

付するものとする。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３年４月１日から施行する。 

（新治村の編入に伴う経過措置） 

２ 旧新治村の区域に設置されている防犯灯の維持管理に要する経費については、平成17年度に限り、

なお従前の例による。 

付 則（平成８年３月29日告示第39号） 

この告示は、平成８年４月１日から施行する。 

付 則（平成14年３月８日告示第44号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ この告示による改正後の土浦市防犯灯の設置等に関する補助金交付要綱の規定は、平成14年４月

１日以後に交付申請される補助金について適用し、同日前に交付申請された補助金については、な

お従前の例による。 

付 則（平成15年３月31日告示第49号） 

この告示は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則（平成17年３月31日告示第68号） 

この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則（平成18年２月16日告示第34号） 

この告示は、平成18年２月20日から施行する。 

付 則（平成21年３月９日告示第30号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

付 則（平成26年３月20日告示第61号） 
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この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年３月19日告示第66号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日告示第57号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の土浦市防犯灯の設置等に関する補助金交付要項別表の規定は、この告示

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前

の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

付 則（平成29年３月31日告示第77号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年３月31日告示第107号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（土浦市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱の一部改正） 

２ 土浦市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱（令和４年土浦市告示第114号）の一部を

次のように改正する。 

（次のよう略） 

別表（第３条関係） 

事業種

目 

補助対

象者 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

（１基当たり） 対象経費の内容 防犯灯の種

別 

設置事

業 

町内会

等 

新たなＬＥＤ防犯灯の

購入、設置工事その他の

設置に要する費用（設置

場所が申請の日前３年

以内に都市計画法（昭和

43年法律第100号）第４

条第12項に規定する開

発行為に係る宅地の造

成等により新たに造成

された土地に隣接する

場合に限る。） 

ＬＥＤ防犯

灯 

10／10 15,000円 

維持事

業 

同上 現に維持管理している

防犯灯の購入、交換工事

又は修繕工事その他の

防犯灯の維持に要する

経費（一体型ＬＥＤ防犯

灯への交換を含むもの

に限る。） 

一体型ＬＥ

Ｄ防犯灯 

同上 10,000円 
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様式第１号（第４条関係） 

 



5/12 

様式第２号（第５条関係） 
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様式第２号の２（第５条の２関係） 
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様式第２号の３（第５条の２関係） 
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様式第２号の４（第５条の３関係） 
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様式第２号の５（第５条の３関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 

 


